
注目

申込み日時 期間 場所 内容 対象 定員 費用 持ち物 その他講師 Eメール ホームページ 問合せ問HPE他申講持費定対内場期時

　市の最上位の行政計画である「第六次北本市総合振興計画」の策定に当たり、皆さん
から広く意見を募集するため、市民説明会およびパブリック・コメントを実施します。

　市民アンケートや市民
ワークショップの結果等を
踏まえて作成した「基本構
想」の内容について説明し
ます。
　今後 10 年間の市の政策
の方向性について、一緒に
考えていただく機会となり
ますので、ぜひご参加くだ
さい。
申  不要。直接会場へお越

しください。 

　第六次北本市総合振興計画基本構想を策定するため、案に
ついて市民の皆さんの意見を募集します。
　案は、市ホームページまたは政策推進課および市政情報
コーナーで閲覧することができます。

期２月10日（月）～３月14日（金）
申  住所・氏名・電話番号（FAX 番号または E メールアドレ

ス）を記入し、次の方法により政策推進課政策推進担当（☎
511-7701）に提出してください。

【意見の提出方法】
①郵便（〒 364-8633　住所記載不要）
② FAX（592-5997）
③直接書面による提出
④右記 QR コードからアクセスし、回答フォームから提出
※ ①～③による場合は、北本市パブリック・コメント手続条

例施行規則に定められた様式「北本市パブリック・コメン
ト手続意見提出書」（市ホームページからダウンロード）
を使用して提出してください。

注目
１ 第六次北本市総合振興計画基本構想（案）の
市民説明会およびパブコメを実施します

市民説明会

パブリック・コメント

日　程 場　所 定員（先着順）

２月15日（土）9：30～ 11：30 コミュニティセンター 42人

２月 15日（土）14：00～ 16：00 西部公民館 80人

２月 22日（土）9：30～ 11：30 学習センター 50人

２月 22日（土）14：00～ 16：00 東部公民館 35人

３月１日（土）9：30～ 11：30 勤労福祉センター 20人

３月１日（土）14：00～ 16：00 北部公民館 60人

３月８日（土）9：30～ 11：30 中丸公民館 50人

３月８日（土）14：00～ 16：00 南部公民館 45人

ワークショップで市民の皆さんの「声」を聞きました
　11 月 10 日、12 月 14 日に北本市まちづくり市民
ワークショップを開催し、1回目は「北本市をどのよ
うなまちにしていきたいか」、2回目は「これからの
北本市に必要な取組について」をテーマに議論を行い
ました。
　延べ 50人にご参加いただき、各テーマについて貴
重な「声」をいただきました。
　今後はいただいた意見を参考に、第六次北本市総合
振興計画の策定を進めていきます。

問政策推進課政策推進担当
　（☎ 511-7701）
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注目

〈広告〉

栄市民活動交流センター利用説明会注目
２

　令和３年３月 31日をもって閉校した旧栄小学校の校舎を利活
用した複合施設「北本市栄市民活動交流センター」が６月１日（日）
にオープン予定です。センターには様々な機能があり、予約が必
要な施設もあります。４月１日（火）から受付を開始しますので、
センターの利用について説明会を実施します。

時２月27日（木）10：00 ～  場勤労福祉センター

時３月１日（土）10：00 ～　場文化センター

第
１
回

第
２
回

令和７年度中は並行して利用可能

　令和７年度中は、６月に開所予定の「高齢者ラウンジ」
と「健康増進センター」は、並行して利用可能としますの
で、引き続きご利用くださいますようお願いします。
　「高齢者ラウンジ」における事業内容については、決定
次第、広報きたもとおよび市ホームページ等でお知らせい
たします。
問高齢介護課高齢者福祉担当
　（☎ 594-5539）
　健康増進センター（☎ 592-4300）

老朽化により健康増進センター廃止
栄市民活動交流センターへ機能移転

　昭和 53年に開所した「健康増進センター」は、建築か
ら 46年が経過し、老朽化が課題となっていました。
　「北本市公共マネジメント実施計画」では、老朽化した
施設は集約して施設の機能や規模の最適化を図ることを目
標としており、健康増進センターについては「栄市民活動
交流センター」への機能移転を検討してきました。検討の
結果、令和７年６月開所予定の「栄市民活動交流センター」
に「高齢者ラウンジ」として機能移転し、「健康増進セン
ター」を令和８年３月 31日で廃止します。

令和８年３月で健康増進センターを廃止し、
栄市民活動交流センター「高齢者ラウンジ」へ

注目
３

健康増進センター
住所：中丸10丁目 55番地

栄市民活動交流センター 　
高齢者ラウンジ

住所：栄１番地１

令和８年３月31日まで利用可能 令和７年６月１日から利用開始

問生涯学習課生涯学習担当（☎ 594-5567）

B 棟
保健センター、教育
センター、粗大ごみ
受付所、学童等

A棟
講習室、調理室、学習室、
市民公益活動支援センター、
高齢者ラウンジ、会議室、
音楽室、軽スポーツ室、集会室、
和室等

屋内運動場
コミュニティ広場

研修室棟
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